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１．NITEの紹介

NITEは、「独立行政法人製品評価技術基
盤機構法」に基づき、経済産業省のもとに設置
されている行政執行法人です。

現在、製品安全分野、化学物質管理分野、
バイオテクノロジー分野、適合性認定分野、国
際評価技術分野の5つの分野において、経済
産業省など関係省庁と密接な連携のもと、各
種法令や政策における技術的な評価や審査な
どを実施し、わが国の産業を支えています。

また、それらの業務を通じてNITEに蓄積され
た知見やデータなどを広く産業界や国民の皆様
に提供するとともに、諸外国との連携強化や国
際的なルールづくりなどに取り組み、イノベーショ
ンの促進や世界レベルでの安全な社会の実現
に貢献しています。
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経済産業省からの依頼を受けて、事故対応行政での諸課題等を踏まえた業務から開始し、
立入検査やスマート保安に係る業務を順次拡充し現在に至る。

スマート保安技術の
進展に伴い適切な導
入加速が必要

2017年度
（平成29年度）

2016年度
（平成28年度）

2015年度
（平成27年度）

2014年度
（平成26年度）

2018年度
（平成30年度）

経済産業省 電力安全課と業務検討／各団体等訪問

METI電力安全課に代わり事故報告の整理・分析（統計とりまとめ＆重大事故分析）

事故報告書情報に関するシステム構築・運用

事故実機調査

経産省の持つ事故情報
を統一的に整理・分析が
必要

事故情報の作成・整
理・分析の高度化に
はシステム化が必要 事業者自主保安とはいえ、

調査能力に限界があり原
因不明となる報告が散見

2019年度
（令和元年度）

2020年度
（令和2年度）

立入検査等再エネ対応

・再エネ導入拡大に伴
い小出力設備等で保
安上の課題が深刻化
・また、サイバーセキュリ
ティ対策も課題

2021年度
（令和3年度）

立検法施行

スマート保安対応

法改正成立

2022年度～現在
（令和4年度）

立検拡充

電力安全センター業務の推移



２．詳報データベース
詳報データベースは、詳報公表システムと詳報作成支援システム等を総称した名称で、経済産業省

と連携し、電気工作物による事故があった場合に経済産業省に提出する詳報について、その情報を漏

れなく入力できるよう支援する詳報作成支援システムと、電気工作物に関する全国の詳報が一元化さ

れた詳報公表システムを構築し、管理・運用しています。
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電気事故発生の事業者は、経済産業省に事故報告書（詳報）を提出する必要がある。
事故の種類によって記載すべき内容が変わるほか、項目も多岐に渡るため 、一から作成するには大
変な手間と時間がかかる。

「詳報作成支援システム」を利用すると、指示に従って記載項目を入力していけば、完成度の高い
詳報を作成することが可能となる。
＊速報も作成可能です。

詳報作成支援システムは、Webブラウザーから使用開始なWebアプリケーションで、
ソフトウェアのダウンロードやインストールが不要です。

詳報作成支援システム

その目的とメリット
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詳報作成支援システム

■詳報の基本的な構成
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詳報作成支援システム

■アクセス方法

【詳報作成支援システム】
https://www.nite.go.jp/gcet/
tso/shohosupport/

■詳報作成支援システムの利用は、
NITEホームページ→ 国際評価技術→電気保安技
術支援業務・スマート保安
のメニュー一覧にある「詳報作成支援システ
ム」からアクセス

• 電気事故報告の作成は、以下の2つに分かれていますの
で、該当するものを選択してください。

①「事故詳報作成」（電気関係報告規則第3条に係る
電気事故報告(詳報)）

②「小規模事業用電気工作物事故報告書作成」（小
出力の太陽電池発電又は風力発電設備に係る事
故）

• 詳報だけではなく、速報についても本システムから作成、提
出することができます。
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詳報公表システム

詳報公表システムは、電気事業法に基づく電気工作物に関する全国の事故情報
（詳報）が一元化されたデータベースです。
匿名化された事故情報を、同種事故の再発防止策や未然防止策の検討、社内教

育等に活用できます。



10

詳報公表システム

■システムの特徴



11

３．事故分析
■保安統計とは
電気事業法第107条、電気関係報告規則第2条に基づき、前年度に
発生した電気事故について、電気事業者、自家用電気工作物設置
者別に実績を取りまとめた統計である。

目的：電気工作物の事故の発生傾向を把握することで

→安全で安定的な電気供給のため

→技術基準の検討

→電気工作物設置者への適切な指導

に資するための情報を得ることを目的としている。

経済産業省ＨＰより
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_saf
ety/sangyo/electric/detail/denkihoantoukei.html

■電気事故とは
電気関係報告規則第３条並びに第３条の２に定める

○感電又は破損事故若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物
を操作しないことにより人が死傷した事故

○電気火災事故

○電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操
作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部
又は一部を損なわせた事故

○主要電気工作物の破損事故

○波及事故

等のことであり、電気事故が発生した際、国へ報告しなければならな
い。

表紙
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令和4年度自家用電気工作物 第８表より令和4年度自家用電気工作物 第８表より

電気工作物と事
故原因別にクロ
ス集計
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プレスリリース

事故情報データベースを活用し、全国の自家用電気工作物における
電気事故に関する分析を行った結果をもとにプレスリリースを発表し、
事故が増加する時期を見越した注意喚起を実施しています。

初夏 初秋 初冬
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4. 事故実機調査
自家用電気工作物にかかる重大事故報告において、保安監督部あるいは事故の関係者
（主任技術者や設置者）と協議の上、事故が発生した機器（事故実機）の調査が必要
と判断されたものについて事故実機調査を実施しています。
NITEでは調査依頼に基づきその内容等について検討の上、事故実機を入手し各種観察を
実施、観察結果などのファクトデータを提供し、事故原因の推定や事故詳報の作成の参考
資料として提供しています。

産業構造審議会 保安・消費生活用製品全分科会 第19回電力安全小委員会（2019年3月15日） 資料6より加工

調査結果の活用例
<事業者>
• 再発防止対策の実施
• 類似設備の点検

<経済産業省>
• 事業者への改善指導
• 類似事業所への注意

喚起

<NITE>
• 外部の研修会等におけ

る事例紹介
• 電安小委への報告



5．立入検査
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再生可能エネルギー発電設備の増加や、設備の設置形態の多様化といった電
力事業を取り巻く環境の変化を背景に、令和3年4月から、NITEも電気事業法
に基づく立入検査が実施できるようになりました。検査にあたっては産業保安
監督部と連携して事業場における法令の遵守、保安の改善に努めています。ま
た、立入検査で得られた電気保安上の知見を経済産業省や関係団体等に提供す
ることで、電気保安全体の質の向上につなげます。
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背景：電気保安をとりまく課題とスマート化の流れ

需要設備等の高経年化や再エネ発電設備が増加する一方、電気保安に携わる電気保安人材の
高齢化や電気保安分野への入職者の減少が顕著。また、台風や豪雨等の自然災害が激甚化し、
太陽電池発電や風力発電等の再エネ発電設備の事故が増加。

さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大下においても、重要インフラである電力の共有は止めること
のできない業務であり、そのための保安作業についても安定的な業務継続が必要。このように電気
保安分野では、構造的な課題や様々な環境変化への対応が求められているところ。

こうした課題を克服するため、電気保安分野においてIoTやAI、ドローン等の新たな技術を導入する
ことで、保安力の維持・向上と生産性の向上を両立（＝電気保安のスマート化）させていくことが
重要。

電気保安の課題
電気保安を担う人材不足

需要設備等の高経年化

災害の激甚化

風力・太陽電池発電設備の設置数・
事故数増加

新型コロナ感染症下での電気保安
の継続

IoT・AI,ドローン等
の新たな技術の導入

電気保安のスマート化

保安力の維持・向上

生産性向上

出典：2021年3月16日 スマート保安官民協議会第3回電力安全部会
「電気保安分野におけるアクションプランの概要」

6．スマート保安



スマート保安のアクションプランの策定
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スマート保安プロモーション委員会の位置づけ

官民間・業界間でのコミュニケーションツールとして、スマート保安技術やデータを活用した新たな保
安方法について、その妥当性を確認・共有する場として設置。

スマート保安技術の導入と普及拡大のプロモートを目的として、申請のあったスマート保安技術や
データを活用した新たな保安方法について、保安レベルの維持・向上に必要な技術要件を有してい
るか、その妥当性を確認。

NITEは、プロモーション委員会での議論を踏まえ、当該保安方法について、関係業界等への普及
広報（スマート保安技術カタログの作成・公開等）、導入を促進するための基準策定や規制見直
しの提言等の実施。
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委員会での検討内容

プロモーション委員会で確認
した保安方法について、
NITEがカタログにとりまとめて、
関係業界等に広く普及広報
を行う。

スマート保安
技術カタログ
(電気保安)

独立行政法人製品評価技術基盤機構
国際評価技術本部

①基礎要素技術の評価

（１）保安レベルの維持・向上に関する技術評価

②保安技術モデルの評価

保安レベルの維持・向上に必要な技術要件を有しているかどうか、
新技術の有効性、メリット、安全性・信頼性及びコスト評価等を
考慮して、技術的な観点から確認を行う。

模擬又は試験設備での試験データをもとに、今後電気保安の現
場でスマート保安技術モデルとして活用できそうか確認を行う。

（２）当該技術の導入促進に向けた検討

現場運用実績が積み重ねられているもの、或いは実証試験による
評価が完了しているもので、従来業務の代替が可能なもの。

電気設備に実際に採用できる可能性のある新しいスマート保安技
術で、まだ実設備での実証がなされていないもの。

導入促進を進めるための課題や普及促進方策、規制の見直し
の必要性等について、検討を行うとともに、事業者に対して導入
促進に向けた助言や想定されるリスクに関するアドバイスを行う。
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■ 概要
プラント設備の保全業務の遠隔常時監視において、回転機械設備の状態監視を比較的に簡単に導入・設置可能
な「電流センサー（クランプ）を活用した電流情報量分析」を実施する診断技術であり、電流センサーを制御盤内に
設置することで、振動センサーと同様な監視・診断が可能となる。
■ 対象設備の概要
プラント設備等の回転機械（ポンプやファン等）

■ 導入するスマート保安技術とメリット
・コイルの絶縁やロータ異常などのモータ部（電気的）と、モータに直結されている
カップリングやベアリング異常などの回転機械本体部（機械的）の異常を検知できる。
・幅広い適用範囲（一般回転機械／低速回転機械／高速回転機械／高圧モータ／低圧モータ）
・電流センサーを制御盤内に設置することで、従来の診断技術では活用が難しかった特殊環境下の回転機械設備に

ついても異常を兆候の段階で発見すること並びにインバータの異常についても診断が可能となる。

スマート保安プロモーション委員会第１０号案件（基礎要素技術）
「回転機械設備の電流解析による状態監視技術」
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■ 概要
特高受変電設備の高圧配電盤に使用する地絡継電器に、通常の地絡継電器の動作レベルに達しない微小な

電流が流れる「微地絡」や高圧ケーブルの水トリーが進展することによって瞬間的に地絡が発生する「間欠地絡」を
検知・発報する機能及び地絡電流を常時監視・記録する機能が付加されたディジタル形保護継電器である。
■ 対象設備の概要
需要設備

■ 導入するスマート保安技術とメリット
・微地絡と間欠地絡の検出機能を保有する高圧絶縁監視が可能な装置であり、常時監視することで地絡事故発生

までの時間的猶予のある初期段階において、前兆を捉えて警報出力する。
・継電器本体に、事故発生の前後20サイクルの電圧、電流、零相電圧、零相電流のサンプリング値を記録している。
・地絡電流の常時監視・記録により、絶縁劣化の前兆現象の把握と絶縁劣化が徐々に進行する傾向管理が可能。

スマート保安プロモーション委員会第１１号案件（基礎要素技術）
「微地絡及び間欠地絡が検出可能なディジタル形保護継電器を使用した高圧絶縁監視装置」



■ 概要
高圧受電設備に設置されている柱上用高圧交流負荷開閉器(PAS)のSOG制御装置を、高圧絶縁監視機能付

方向性SOG制御装置(CHZ-E形)にすることで、PASに内蔵している地絡検出装置をそのまま活用して微地絡時の零
相電圧と零相電流を検出し、前兆現象として警報を発することにより突発的な高圧地絡停電事故の未然防止を図る。
■ 対象設備の概要

需要設備や発電設備の引込口に設置する柱上高圧気中負荷開閉器(PAS)
■ 導入するスマート保安技術とメリット
・保護継電器の地絡動作設定値より低い零相電圧(Vo)、零相電流(Io)、
動作時間で検出することで、継電器動作に至らない微小地絡や短時間の
地絡事故を微地絡現象として警報を発し、大きな事故が起こる前に設備
点検やメンテナンスを行うことで、停電事故を防止する。
・ PASに内蔵している地絡検出装置をそのまま活用して微地絡時のVoとIo
を検出するため、PAS交換などの更新工事を実施せずにスマート保安技術
の導入が図れるので、採用が容易でコストパフォーマンスが高い。
・既設の戸上電機製作所製のSOG制御装置と交換することで高圧絶縁監視ができる(互換性)。
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スマート保安プロモーション委員会第１３号案件（保安技術モデル）
「高圧絶縁監視機能の導入による高圧地絡停電事故の予兆検知技術」
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■ 概要
国のグリーン成長戦略ではEVの急速充電器を2030年度までに全国で3万口を整備する目標が掲げられているが、

設置推進には、設置場所、費用及び電気主任技術者確保の課題が大きく、省スペース・安価・短工期で設置可能な
「柱上変圧器方式」かつ電気主任技術者は外部委託としての導入が求められている。しかし、現行の電気保安に関す
る規制では実現困難な状況であることから、現場実証試験による検証と評価を実施した。
プロモーション委員会において、『スマート保安技術の活用により

EV急速充電設備の保安レベルの維持・向上と生産性の向上
（電気主任技術者の負担軽減）の両立が十分可能』について
審議し、その評価結果をまとめ、関連設備での点検頻度制度の
見直しや関係告示改正の必要性を経済産業省に情報提供した。
■ 対象設備の概要
柱上受電設備(EV急速充電専用)

■ 機器構成・配慮事項
・引込→柱上開閉器(PF内蔵)→VCT→変圧器の構成。
高圧ケーブルは使用せず、構成機器や接続点を極限まで少なくし、
絶縁関係の事故・トラブルリスクを低減。
(1) 充電部が一切ない設備構成
(2) 避雷器(LA)の設置
(3) 電圧・電流等の常時監視
(4) 低圧絶縁監視装置の設置
(5) 主要機器にサーモラベルの貼付け
(6) 月次点検でデジタル測定器の活用

スマート保安プロモーション委員会第１４号案件（保安技術モデル）
「スマート保安技術を活用した柱上受電設備(EV急速充電専用)の保安管理技術」



電気保安技術支援に関するHP
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スマート保安の詳細
詳報作成支援システム、公表システム

・詳報作成支援システムの解説動画リンク
・詳報作成支援システムの入力マニュアル
事故実機調査、立入検査等
問い合わせ先


